
→確実な再造林を進めるためには、森林所有者の不安を払拭でき
るような伐採再造林等の指針（ガイドライン）が必要

伐採・再造林連携等のガイドラインについて

森林所有者が再造林に踏み切れない主な３つの要因

＜不安１＞

今後山づくりをどうしてい
こうか？
→再造林への投資意欲の向上

＜不安２＞

誰にお願いすればいい
のか？
→責任ある林業事業体の育成と連携

＜不安３＞

どのくらい費用がかかる
のか？
→施業提案書など具体的な提案

資料２
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～おかやま次世代につなぐ少花粉の森～

（１）ガイドラインの目的

○伐採・搬出を実行する上で、伐採跡地の植生回復の妨げにならないように、林地保全
などに配慮すべき項目を明確にする。

○森林を伐採する前から伐採者と造林者が連携することにより、少花粉苗木による伐採
跡地の確実な更新（人工造林等）を図るとともに、一貫作業（伐採と植栽を連続して
行うこと）などによる再造林等の低コスト化を推進する。

①ガイドラインに基づき、林業事業体の守るべき基準として行動規範の作成につなげる。

②伐採前に伐採者と造林者が役割分担を決め、連名で「連携協定等」の締結を促す。

③森林所有者へ伐採収支や保育まで含めた再造林費用を提示するなど、丁寧な説明をする。

④関係法令等を遵守する。

（３）ガイドラインで定める主な内容

（２）ガイドラインの効果

これまでの伐採と再造林が分断された状況を、連携ガイドラインの取組により連続させ、主伐
の促進と確実な更新が図られる。

【効果１】伐採前に伐採収入と再造林費用を明確化し、再造林への不安の払拭を図る。

【効果２】伐採と植栽を連続して行う一貫作業の導入などの低コスト再造林により負担を
軽減する。

【効果３】主伐・再造林のほか、間伐等の施業でも路網整備、機械利用、原木等運搬の共同
利用など、連携により効率的な施業を推進する。

伐採・再造林連携等のガイドラインの検討
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都道府県における伐採・再造林連携等のガイドラインの策定状況

出典：都道府県ホームページ公表分のみ

名　　称 制定年月日 名　　称 制定年月日

1 北海道 25 滋賀県 伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林のガイドライン 平成31年3月

2 青森県 26 京都府

3 岩手県 伐採・搬出・再造林ガイドライン 令和3年3月 27 大阪府

4 宮城県 28 兵庫県

5 秋田県 29 奈良県 奈良県伐採・更新作業のガイドライン 令和2年4月

6 山形県
山形県における皆伐・更新施業の手引き（伐採事業者と造林事業
者の連携等による伐採と再造林のガイドライン）

平成30年3月 30 和歌山 伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン 令和元年8月

7 福島県
伐採事業者と造林事業者の連携等による伐採と再造林のガイドラ
イン

令和3年9月 31 鳥取県

8 茨城県 32 島根県 伐採者と造林者の連携による伐採と再造林等のガイドライン 平成28年9月

9 栃木県 伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林のガイドライン 平成30年7月 33 岡山県

10 群馬県 皆伐・再造林ガイドライン 平成30年9月 34 広島県 伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林のガイドライン 令和元年8月

11 埼玉県 35 山口県
やまぐち伐採と造林の連携手引き（伐採と造林の連携等に関する
ガイドライン）

平成31年3月

12 千葉県 36 徳島県

13 東京都 37 香川県

14 神奈川
神奈川県における伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドラ
イン

令和元年10月 38 愛媛県

15 新潟県 39 高知県 伐採作業と造林作業の連携等に係るガイドライン 令和元年6月

16 富山県 伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン 平成31年3月 40 福岡県

17 石川県 伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン 平成30年10月 41 佐賀県

18 福井県 伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライン 令和元年5月 42 長崎県 伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林のガイドライン 平成31年3月

19 山梨県 43 熊本県
熊本県における伐採作業と造林作業の連携等に関するガイドライ
ン

平成31年2月

20 長野県 44 大分県 おおいた主伐・再造林ガイドライン 平成31年3月

21 岐阜県 45 宮崎県 宮崎県伐採、搬出及び再造林ガイドライン 平成30年11月

22 静岡県 伐採作業と造林作業の連携等に関する静岡県ガイドライン 令和元年6月 46 鹿児島 鹿児島県の「伐採・搬出・再造林ガイドライン」 平成28年3月

23 愛知県 循環型林業技術ガイドライン 平成31年4月 47 沖縄県 沖縄県における伐採･造林に関する行動規範 令和元年8月

24 三重県 ２４県

都道府県名 都道府県名

合計

３



ガイドライン指針（国）

（１）伐採・更新計画の作成

（５）路網整備・土場整備
使用目的・期間に応じた開設、整備に当たっての留意事項

（６）事業実施後の留意事項
枝条残材・廃棄物の処理、路網・土場

伐採・再造林連携等のガイドライン指針（国）の構成

（２）契約、許可・届出、制限の確認
森林の土地や立木の権利の確認、森林経営計画・伐採及び伐採後の造林の届出の確認
保安林等法令の制限、森林の土地の購入の際の届出、補助事業の履歴の確認

（７）健全な事業活動
労働安全衛生、雇用改善・事業の合理化、作業請け負わせ、事業改善

（３）伐採に係る留意事項
伐採区域、作業実行上の配慮

（４）造林に係る留意事項
更新方法、再造林に関する森林所有者への説明、伐採と造林の一貫作業の推進、苗木の確保
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NPO法人 ひむか維森の会（宮崎県）

責任ある素材生産事業体認証委員会

伐採搬出ガイドライン（事業体）の参考事例
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